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お知らせ

大野デマンドタクシー「あいの
りくん」の指定停留所新設

　大野デマンドタクシー「あいのり
くん」の指定停留所を１カ所新設し
ました。
◎新設指定停留所　『１３- ３　す
ぎ接骨院』　（黒野１９０８番地）
※�指定停留所は、どなたでも利用で

きます。
※�自宅前から利用する場合は、事前

に自宅前登録が必要です。自宅前

登録の際には、身分証明書等を持
参し、次まで申請書を提出してく
だい。
申込・問合せ先 �政策財政課　
☎ ３５-５３６３

非常用電源装置等の購入費助成

　人工呼吸器等の電源が必要な医療
機器を使用する在宅の障がい児者
が、災害等による停電等において日
常生活を継続することができるよ
う、非常用電源装置等の購入に係る
費用を助成します。

◎対象者　次の①②のすべての要件
を満たし、（ア）（イ）のいずれかに
該当する人
①�町内に住所を有する人で、人工呼

吸器等日常的に生命・身体機能の
維持に必要な電気式の医療機器を
使用している医療的ケアが必要な
重度障がい児者（入院・入所中の
人は対象外）

②�個別避難計画（災害対策基本法第
４９条の１４に規定された個別避
難計画）を作成されている人

（ア）�呼吸機能障害の身体障害者手
帳をお持ちの人

（イ）�医師が作成した非常用電源装
置使用証明書がある人

◎�助成の対象となる非常用電源装置等
・�正弦波インバーター発電機�
（基準額：１２０，０００円）

・�ポータブル発電機�
（基準額：６０，０００円）

・�カーインバーター�
（基準額：３０，０００円）
◎助成額
　購入費または基準額のいずれか低
い額の９割を助成します。
　生活保護受給者および町民税非課
税世帯に属する人は、全額助成します。
※�申請方法など詳しく

は町ホームページを
ご覧いただくか、次
まで問合せてくださ
い。
問合せ先 �福祉課　☎ ３５－５３６９

有料道路における障害者割引�
制度の改正について

　現在、１人１台に限って事前に登
録することを要件とされています
が、制度改正により、親族や知人等
の所有する自家用車、レンタカー、
車検時の代車、タクシーなど、事前
に登録した車両以外についても、料
金所で障害者割引登録済であること
を示すシールが貼付された障害者手
帳等を提示していただいた場合は割
引対象となります。
　なお、手帳に第２種と記載されて
いる人は、タクシーや他者運転の同
乗での割引は認められませんので注
意してください。また一部の営業目
的などの車両は対象外となります。
◎申請場所　福祉課またはマイナン
バーカードによるオンライン申請

（ＥＴＣ利用のみ）
　詳しくは町ホームページまたは次
まで問合せてください。
問合せ先 �福祉課　☎ ３５－５３６９

町税をスマートフォンでご自宅からかんたん納付！

町税を納付するために外出しなくても、スマートフォン決済アプリを
利用して、自宅で簡単に納付することができます。
◎利用できるスマートフォン決済アプリ
PayPay、LINEPay、楽天銀行アプリ、PayB（ペイビー）、auPAY
◎納付できる税目・納期限

科目

納付月

町県民税
（普通徴収） 固定資産税 軽自動車税

（種別割） 国民健康保険税

期別 期別 期別 期別
納期限 納期限 納期限 納期限

４月 第１期
５月１日

５月 全期 第１期
５月３１日 ５月３１日

６月 第１期 第２期
６月３０日 ６月３０日

７月 第２期 第３期
７月３１日 ７月３１日

８月 第２期 第４期
８月３１日 ８月３１日

９月 第５期
１０月２日

１０月 第３期 第６期
１０月３１日 １０月３１日

１１月 第７期
１１月３０日

１２月 第３期 第８期
１２月２５日 １２月２５日

１月 第４期 第９期
１月３１日 １月３１日

２月 第４期 第１０期
２月２９日 ２月２９日

◎利用方法
①�スマートフォンに決済アプリをダウンロードし、氏名や銀行口座な

ど必要事項を登録する。
②�納付書のバーコードを読み取り、決済内容を確認し、支払い完了。
※�利用できる金融機関や必要なアプリは各社のホームページ等を確認

してください。
※納付期限（有効期限）を過ぎた納付書は利用できません。
※�領収証書は発行されません。軽自動車の継続検査用証明書が必要な

場合は、次まで相談してください。
問合せ先 �税務課（国民健康保険税を除く町税）　☎ ３５-５３６７
　　　　�住民課（国民健康保険税）�☎ ３５-５３６８
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４月２日は�
「世界自閉症啓発デー」

　平成１９年１２月１８日の国連
総会において、毎年４月２日を「世
界自閉症啓発デー」とすることが
決議され、全世界の人々に自閉症
を理解してもらう取り組みが行わ
れています。誰もが幸せに暮らす
ことが出来る社会の実現のため、
厚生労働省、日本自閉症協会の主
催で「世界自閉症啓発デー・日本
実行委員会」が組織され、４月２
日から８日を「発達障害啓発週間」
とし、自閉症をはじめとする発達
障害について広く啓発する活動を
行っています。
問合せ先 �福祉課　☎ ３５－５３６９

税務署からのお知らせ

　４月は、２０歳未満飲酒防止強
調月間です。
　２０歳未満の飲酒は法律で禁止
されています。
　令和４年４月に民法の成年年齢
は１８歳に引き下げられました
が、お酒に関する年齢制限は２０
歳のまま維持されています。

催し・講座

ティータイムコンサート開催

　踊り、歌、ギターが三位一体と
なり展開する、情熱と哀愁のフラ
メンコショーを開催します。

◎出演　踊り（服部由彌・べっぷ
くみこ・おおたのりこ）、歌（Kyoko）、
ギター（松永義武・Nao）、カホン

（KAako）
◎日時　４月１５日（土）　午後２
時開演（午後１時３０分開場）
◎場所　総合町民センター　多目
的ホール
◎入場料　５００円（全席自由席、
１ドリンク付）
◎主催　総合町民センター管理運
営共同体
※�チケットは総合町民センターで

販売中
※�３歳以下膝上無料
問合せ先 �総合町民センター　
☎ ３２－１１１１

早期発見のために、がん検診を受けましょう！

　日本人の死因第１位は「がん」です。自覚症状が現れた頃には、既に命の危険にさらされていることも
少なくありませんが、検診でがんを早期に見つけることができれば、確実に治すことが可能です。
　町実施のがん検診を昨年度受診された人（乳・子宮がん検診は令和３年度に受診された人）には、検診
案内を郵送しています。案内が届かなくても受診できますので、保健センターまで申込んでください。
◎申込開始日　４月２７日（木）〜

検診の種類 検診方法 対象者（基準日Ｒ６. ３. ３１） 検診間隔

胃がん検診
胃部Ｘ線検査 ４０歳以上

年に１回胃内視鏡検査
または胃部Ｘ線検査

５０歳、５４歳、５８歳、６２歳

大腸がん検診 便潜血検査 ４０歳以上 年に１回
肺がん検診 胸部Ｘ線検査 ４０歳～６４歳 年に１回
前立腺がん検診 血液検査（ＰＳＡ検査） ５０歳以上 年に１回

乳がん検診
マンモグラフィ検査
（希望者）超音波検査

３０歳以上の女性 ２年に１回

子宮頸がん検診
内診、子宮頸部細胞診、
ＨＰＶ検査

２０歳以上の女性 ２年に１回

　乳がん・子宮頸がん検診は２年に１回です。昨年度受診された人は、来年（令和６年）度に案内します。
　ただし、次の①②に該当する人は除きます。
　　①令和４年度の結果が「要経過観察」「要精密検査（※）」の人
　　　※精密検査の結果、町の検診を受診するよう医師から指示された人
　　②無料クーポンの対象の人
　　　乳がん　昭和５７年４月２日〜昭和５８年４月１日生まれの人
　　　子宮頸がん　平成１４年４月２日〜平成１５年４月１日生まれの人
　また、がん検診で「精密検査が必要」と判定されても、精密検査を受けられない人がいます。がん検診
では、病気のサインは見つけられても、それがどんな病気か、治療が必要なものかまでは判断できません。
「精密検査を受けるまでが“がん検診”です！」
　身体からの小さなＳＯＳを受け止め、速やかに精密検査を受けましょう。

問合せ先 �保健センター　☎ ３４－２３３３
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催し・講座

手話奉仕員養成講座（後期編）
開催

　手話は、手や身体・表情で表し、
目で見て理解する言葉です。
◎内容　相手の手話を理解し、特
定の人と手話で日常会話ができる
までを学ぶ。
◎対象者　町内在住または在勤

（１８歳以上）で継続して受講可能
で、次の①〜③のいずれかに該当
する人。
①�手話奉仕員養成講座前期編（入

門講座）を受講し受講証明書を
交付された人

②�全国手話検定試験の４級相当に
該当する人

③�挨拶や自己紹介程度の手話がで
きる人

◎日程　５月２４日〜１１月２９
日（毎週水曜日、全２６回）
午前１０時〜正午
◎場所　福祉センター　ホール
◎定員　１５人（揖斐川町、池田
町の受講者と一緒に学ぶ）
◎費用　受講料不要（新規のみテ
キスト代自己負担）
◎申込方法
⑴はがきの場合
次の送付先に、
①講座名（手話奉仕員養成講座）、
②郵便番号、③住所、④氏名（ふ
りがな）、⑤年齢、⑥電話番号をは
がき裏面に記入し、郵送する。
送付先　一般社団法人　岐阜県聴
覚障害者協会
〒５００－８３８４
岐阜市薮田南５－１４－５３
ＯＫＢふれあい会館６階
岐阜県聴覚障害者協会　宛
⑵メールの場合
次のアドレスに、
①講座名（手話奉仕員養成講座）、
②郵便番号、③住所、④氏名（ふ
りがな）、⑤年齢、⑥電話番号を入
力し、送信する。
送信先　岐阜県聴覚障害者協会
gifudeafoffice@waltz.ocn.ne.jp
◎申込期限　５月８日（月）必着

募　集

楽らく健康体操教室参加者募集

　仲間やスタッフと楽しみなが
ら、体操の習慣づくりをします。
心身ともにいつまでも健康に過ご
すために、ぜひ参加してください。
◎内容　椅子に座ってできる体ほ
ぐし体操、自宅でもできる簡単な
筋トレ、楽しく体を動かす脳トレ
◎対象者　町内に住所を有する
６５歳以上の人
◎実施日　毎月１〜２回
※�詳しい日程表は各公民館に置い

てあります。
◎場所　第１〜６公民館
◎参加費　無料
◎持ち物　タオル、水分補給用の
お茶、屋内シューズ、運動のでき
る服装、マスク、健康チェック票（初
めて参加される人は初回にお渡し）
※�参加する人は、直接教室へ来て

ください。
問合せ先 �福祉課　☎ ３５－５３６９

脳活メンズクラブ参加者募集

　男性限定で、理学療法士や運動
指導士の専門的な指導により、脳
の健康づくりを学ぶ教室です。い
つまでもいきいきとした生活を送
るために参加してください。
◎内容　認知症予防に関する講
話、体を動かしながら脳を刺激す
る「コグニサイズ」等
◎対象者　６５歳以上の男性
◎日時　全２２回コース　第２・
４月曜日　（祝日の場合は第３・５
月曜日）、午後２時〜３時　（受付：
午後１時３０分〜）
※�詳しい日程は役場に置いてあり

ます。
◎場所　福祉センター　ホール
◎定員　２０人
◎講師　介護老人保健施設ラポー
ル　理学療法士　若山�和貴�先生、
運動指導士　篠田　薫�先生
◎申込方法　次まで電話にて申込
む（年度途中の参加可）。
申込・問合せ先 � 地域包括支援セン
ター　☎ ３５－５３６９

こころの相談

　精神科医師による「こころの健康に関する相談」を行います。
◎日程等

相談日 相談場所

４
月
１３日 西濃保健所
２７日 垂井町保健センター

５
月
１１日 西濃保健所
２５日 養老町保健センター

６
月

８日 西濃保健所
２２日 大野町保健センター

７
月

１３日 西濃保健所

２７日 平田総合福祉会館
（やすらぎ会館）

８
月

３日 西濃保健所
２４日 池田町保健センター

９
月

１４日 西濃保健所

２８日 関ヶ原町総合福祉会館
やすらぎ

相談日 相談場所

１０
月

５日 西濃保健所
２６日 安八町保健センター

１１
月

９日 西濃保健所
１６日 揖斐川町役場

１２
月

７日 西濃保健所

２１日 海津総合福祉会館
（ひまわり）

１
月
１８日 西濃保健所
２５日 輪之内町保健センター

２
月

８日 西濃保健所
２９日 神戸町保健センター

３
月

７日
西濃保健所

１４日

◎相談時間
（１）午前１０時〜　（２）午前１０時３０分〜　（３）午前１１時〜
◎相談料　無料
◎申込方法　要電話予約

問合せ先 �西濃保健所健康増進課保健予防係　☎ ７３－１１１１
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令和５年度　警察官ＡⅡ�
（第１回）採用試験案内

◎受験資格　昭和６３年４月２日
以降に生まれた人、大学を卒業（見
込みを含む）した人
◎受付期間　３月１日（水）〜４
月６日（木）
◎第１次試験　５月１４日（日）
◎第２次試験　６月中
※�詳しくは岐阜県警察

採用公式ホームペー
ジをご覧ください。
問合せ先 �揖斐警察署　☎ 23-0110

相　談

里親を知る会（個別相談会）開催

　県では、生みの親の事故、病気
や離婚等により家庭で暮らせなく
なった子どもたちを、児童福祉法
に基づいて、親に代わって養育し
ていただける里親さんを募集して
います。
　里親についての個別相談会を開
催しますので、興味がある人は、
次まで予約をお願いします。
◎西濃子ども相談センター（大垣
市禾森町５丁目１４５８－１０）
日時　４月２６日（水）午後２時
〜４時まで（１世帯３０分程度）
◎大野子ども家庭支援センターこ
ころ（桜大門５４１－１）
日時　５月２４日（水）午後２時
〜４時まで（１世帯３０分程度）
問合せ先 �西濃子ども相談センター
☎ ０５８４－７８－４８３８

おおのビジネス相談

◎相談内容　町内の中小企業・小
規模事業者の経営上のあらゆる悩
みごと
◎相談日　４月１３日（木）
◎相談時間　午後１時〜５時

（１件あたり６０分、午後４時最終
受付）※要予約
◎相談場所　町民相談室
◎相談員　県よろず支援拠点職員

◎予約方法　前日までに電話で予
約。当日受付不可。
予約・問合せ先 �まちづくり推進課
☎ ３５-５３７４

障がい者巡回相談

◎相談内容　日常生活で困ってい
ること・障がい福祉サービスにつ
いて等
◎相談日　４月１９日（水）
◎相談時間　（１）午後１時３０分
〜（２）午後２時３０分〜

（１件あたり５０分）※要予約
◎相談場所　町民相談室
◎相談員　障がい者相談支援事業
所相談支援専門員（身体・知的・
精神）
※日程場所等は諸事情により変更

となる場合がありますので予約
時に確認してください。

※初めての人が優先
※予約時簡単な聴き取りをします。
予約・問合せ先 �福祉課　☎ ３５-５３６９

※�民間企業等との協働により、新たな財源を確保し、町民サービスの
向上および地域経済の活性化を図るため、有料広告を掲載しています。

献血の実施報告

　１月に全血献血を行いましたところ、次のように多数のご協力を
いただきました。ありがとうございました。

１月２０日（金） 郡消防組合消防本部 １８人

２月６日 （月） 役場 １７人
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相　談

多重債務等相談

◎相談内容　多重債務・負債・離
婚等法律相談関係
◎相談日　４月１０日（月）毎月
第２月曜日（祝日の場合は第３月
曜日）
◎相談時間　午後１時〜３時

（１件あたり２０分）※要予約
◎相談場所　福祉センター
◎相談員　弁護士
予約・問合せ先 �保健センター�
☎ ３４-２３３３

心配ごと相談

◎相談日　４月４日（火）、１１日
（火）、２５日（火）
◎相談時間　午後１時〜３時

（心配ごと相談１件あたり３０分、
弁護士相談１件あたり２０分）
※弁護士相談要予約
◎相談場所　福祉センター
◎相談員
第１火曜日　人権擁護委員、民生
児童委員（人権等心配ごと相談）
第２火曜日　行政相談委員、民生
児童委員（行政等心配ごと相談）
第４火曜日　弁護士（弁護士相談）

予約・問合せ先 �
社会福祉協議会事務局　
☎ ３４-２１３０

心の健康相談

◎相談内容　うつ病・統合失調症・
人間関係等心の悩み
◎相談日　４月１０日（月）毎月

第２月曜日（祝日の場合は第３月
曜日）
◎相談時間　午後１時〜３時�

（１件あたり５０分）※要予約
◎相談場所　福祉センター
◎相談員　精神保健福祉士
予約・問合せ先 �保健センター�
☎ ３４-２３３３

自転車の安全な利用について

◎自転車乗車時のヘルメット着用努力義務（改正道路交通法）
　改正道路交通法の施行により、令和５年４月１日から自転車利
用者のヘルメット着用が努力義務化されます。これまでは保護者
に、１３歳未満の子どもにヘルメットをかぶらせるよう努めなけ
ればならないと定められていましたが、新たな改正道路交通法で
は、自転車を利用する人全員に対象が広げられました。
◎自転車安全利用五則
１　車道が原則、左側を通行
　　歩道は例外、歩行者を優先
２　交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
３　夜間はライトを点灯
４　飲酒運転は禁止
５　ヘルメットを着用
◎岐阜県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
　岐阜県の条例では、令和４年１０月１日から乗車用ヘルメット
の着用が努力義務化されています。

問合せ先 �揖斐警察署　☎ ２３－０１１０


